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平成平成平成平成１８１８１８１８年第年第年第年第４４４４回回回回（（（（１１１１２２２２月月月月））））南丹市南丹市南丹市南丹市議会定例会会議録議会定例会会議録議会定例会会議録議会定例会会議録（（（（第第第第５５５５日日日日）））） 

                                    平成１８年１２月２１日（木曜日） 

 

議事日程議事日程議事日程議事日程（（（（第第第第５５５５号号号号））））    

                    平成１８年１２月２１日 午前１０時開議 

    日程第 1   議案第２５１号 平成１８年度京都府南丹市上水道事業会計補正予算（第２号）訂 

正の件                    （市長提出） 

 日程第 2   議案第２２４号から議案第２５１号まで             （市長提出） 

 日程第 3   議案第２５３号                        （市長提出） 

 日程第 4   議案第２５４号                        （市長提出） 

 日程第 5   議第 ６ 号 南丹市議会の議員の報酬の特例に関する条例の制定について 

（議員提出） 

 日程第 6   議第 ７ 号 特別委員会の設置について              （議員提出） 

 日程第 7   閉会中の継続審査並びに調査申出について 

 日程第 8   京都中部広域消防組合議会議員の辞職について 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

本日本日本日本日のののの会議会議会議会議にににに付付付付したしたしたした事件事件事件事件    

    日程第 1   議案第2 5 1号 平成１８年度京都府南丹市上水道事業会計補正予算（第２号）訂正 

の件                      （市長提出） 

 日程第 2   議案第2 2 4号 南丹市地域情報通信基盤整備基金条例の制定について（市長提出） 

議案第2 2 5号 南丹市安全で安心なまちづくり条例の制定について （市長提出） 

議案第2 2 6号 南丹市職員の給与に関する条例の一部改正について （市長提出） 

議案第2 2 7号 南丹市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条 

例の一部改正について              （市長提出） 

議案第2 2 8号 南丹市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

（市長提出） 

議案第2 2 9号 南丹市立小学校及び中学校設置条例の一部改正について 

                        （市長提出） 

議案第2 3 0号 南丹市立学校体育施設利用条例の一部改正について （市長提出） 

議案第2 3 1号 南丹市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

                        （市長提出） 

議案第2 3 2号 南丹市過疎地域自立促進市町村計画の変更について （市長提出） 

議案第2 3 3号 南丹市道路（旧園部町道）路線の廃止について   （市長提出） 
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議案第2 3 4号 南丹市道路（旧園部町道）路線の変更について   （市長提出） 

議案第2 3 5号 南丹市道路（旧園部町道）路線の認定について   （市長提出） 

議案第2 3 6号 工事請負契約の変更について（殿田小学校改築工事(屋内運動場建 

設)）                      （市長提出） 

議案第2 3 7号 京都府後期高齢者医療広域連合の設立及び規約の制定について 

                        （市長提出） 

議案第2 3 8号 国民健康保険南丹病院組合規約の一部変更について （市長提出） 

議案案2 3 9号 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合を組織する地方公共団体の 

数の減少及び京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合規約の変更に 

ついて                     （市長提出） 

議案第2 4 0号 京都府自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び京 

都府自治会館管理組合規約の変更について     （市長提出） 

議案第2 4 1号 京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少 

及び京都府市町村職員退職手当組合規約の変更について 

（市長提出） 

議案第2 4 2号 京都府市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体 

の数の減少及び京都府市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変 

更について                   （市長提出） 

議案第2 4 3号 平成１８年度南丹市一般会計補正予算（第４号）  （市長提出） 

議案第2 4 4号 平成１８年度南丹市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

                        （市長提出） 

議案第2 4 5号 平成１８年度南丹市老人保健事業特別会計補正予算（第２号） 

                        （市長提出） 

議案第2 4 6号 平成１８年度南丹市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

                        （市長提出） 

議案第2 4 7号 平成１８年度南丹市市営バス運行事業特別会計補正予算（第２号） 

                        （市長提出） 

議案第2 4 8号 平成１８年度南丹市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

                        （市長提出） 

議案第2 4 9号 平成１８年度南丹市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

（市長提出） 

議案第2 5 0号 平成１８年度南丹市土地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

                        （市長提出） 

議案第2 5 1号 平成１８年度京都府南丹市上水道事業会計補正予算（第２号） 

                        （市長提出） 

 日程第 3   議案第2 5 3号 南丹市自治功労者の表彰について         （市長提出） 
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 日程第 4   議案第2 5 4号 南丹市特別職員及び教育長の給与の額の特例に関する条例の制定に 

ついて                     （市長提出） 

 日程第 5   議第 ６ 号 南丹市議会の議員の報酬の特例に関する条例の制定について 

（議員提出） 

 日程第 6   議第 ７ 号 特別委員会の設置について                  （議員提出） 

 日程第 7   閉会中の継続審査並びに調査申出について 

 日程第 8   京都中部広域消防組合議会議員の辞職について 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（２６２６２６２６名名名名））））    

 1番 仲   絹 枝     2番 大  一 三      3番 高 野 美 好 

 4番 森    次     5番 川 勝 眞 一      6番 末 武   徹 

 7番 橋 本 尊 文     8番 仲 村   学      9番 中 川 幸 朗 

 10番 小 中   昭     11番 川 勝 儀 昭     12番 藤 井 日出夫 

 13番 矢 野 康 弘     14番 森   嘉 三     15番 外 田   誠 

 16番  山 誠 治     17番 中 井 榮 樹     18番  村 則 夫 

 19番 井 尻   治     20番 村 田 憲 一     21番 松 尾 武 治 

 22番 八 木   眞     23番 谷   義 治     24番 吉 田 繁 治 

 25番 村 田 正 夫     26番 高 橋 芳 治 

 

欠席議員欠席議員欠席議員欠席議員（（（（なしなしなしなし））））    

 

事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名    

        事 務 局 長            勝 山 秀 良                    課 長 補 佐   森   雅 克 

  係 長   西 村 和 代     主 事   井 上 美由紀 

     

説明説明説明説明のためのためのためのため出席出席出席出席したしたしたした者者者者のののの職氏名職氏名職氏名職氏名    

市 長     佐々木 稔 納     助 役     仲 村   脩 

助 役     岸 上 吉 治     教 育 長     牧 野   修 

参 与     國 府 正 典     参 与     浅 野 敏 昭 

参 与     中 島 三 夫     総 務 部 長     塩 貝   悟 

福 祉 部 長     永 塚 則 昭     事 業 部 長     松 田 清 孝 

福祉事務所長     永 口 茂 治     水道事業所長     井 上 修 男 

教 育 次 長     東 野 裕 和     総務財政課長     伊 藤 泰 行 

企画情報課長     小 寺 貞 明     監 理 課 長     井 上 秀 雄 
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税 務 課 長     橋 本 早百合     合併調整室長     大 野 光 博 

市 民 課 長     吉 田   進     健 康 課 長     大 内 早 苗 

土木建築課長     川 勝 芳 憲     都市計画課長     西 岡 克 己 

農林商工課長     神 田   衛     上 水 道 課 長     寺 尾 吾 朗 

下 水 道 課 長     栃 下 孝 夫     教育総務課長     榎 本 泰 文 

学校教育課長     勝 山 美恵子     社会教育課長     波 部 敏 和 

出 納 課 長     寺 尾 眞知子     農業委員会事務局長     川 辺 清 史 

園部支所長職務代理者

園部支所地域総務課長 

    山 内   明           

 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時００００００００分分分分開議開議開議開議    

 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    皆さん、おはようございます。 

  ご参集、ご苦労に存じます。 

  ただいまの出席議員は２６名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより１２月定例会を再開し、本日の会議を開きま

す。 

  それでは本日の日程に入ります。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 

日程第日程第日程第日程第１１１１    議案第議案第議案第議案第２５１２５１２５１２５１号号号号    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 日程第１、議案第２５１号「平成１８年度京都府南丹市上水道

事業会計補正予算（第２号）訂正の件」を議題といたします。 

        市長からの訂正の理由を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納稔納稔納稔納君君君君））））    おはようございます。 

        ただいま上程いただきました、議案第２５１号、平成１８年度京都府南丹市上水道事

業会計補正予算（第２号）の事件訂正請求書につきまして、ご説明を申し上げます。 

  本請求の内容につきましては、平成１８年１２月５日の定例会当初に提案をいたしま

した議案第２５１号、平成１８年度京都府南丹市上水道事業会計補正予算（第２号）に

つきまして、第３条支出中において、第１款事業費用、第２項営業外費用を記載すると

ころをこの部分が欠落いたしておりましたので、南丹市議会会議規則に基づき、事件訂

正請求書を提出させていただいたものであります。つきましては事件訂正につきまして、

ご配慮を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  大変申し訳ございませんでした。 



 - 5 - 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） お諮りいたします。 

        ただいま議題となっております、議案第２５１号「平成１８年度京都府南丹市上水道

事業会計補正予算（第２号）訂正の件」については、これを承認することにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第２５１号「平成１８年度京都府南丹市上水道事業会計補正予算（第２

号）訂正の件」については、これを承認することに決しました。 

  ここで暫時休憩といたします 

  １０時１０分から再開いたします。 

  よろしくお願いします。 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時０２０２０２０２分休憩分休憩分休憩分休憩    

…………………………………………………………………………… 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時０９０９０９０９分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 休憩をとき、休憩前に引き続き会議を続行します。 

  

日程第日程第日程第日程第２２２２    議案第議案第議案第議案第２２４２２４２２４２２４号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第２５１２５１２５１２５１号号号号までまでまでまで    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 日程第２「議案第２２４号から議案第２５１号まで」を一括し

て議題といたします。 

  これより各委員長の報告を求めます。 

  谷総務常任委員長。 

○○○○総務常任委員長総務常任委員長総務常任委員長総務常任委員長（（（（谷谷谷谷    義義義義治君治君治君治君）））） みなさん、おはようございます。 

     今定例会で、総務常任委員会に付託されました議案は１６件であります。１２月１４

日に委員会を開催し、慎重審議を行いました。その経過と結果につきまして、ご報告申

し上げます。 

まず、議案第２２４号、南丹市地域情報通信基盤整備基金条例の制定について及び議

案第２２５号、南丹市安全で安心なまちづくり条例の制定については、新たな条例を制

定するものであり、その必要性を理解し、委員全員の賛成で可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議案第２２６号、南丹市職員の給与に関する条例の一部改正については、委員

から多くの質問や意見が出たところでありますが、討論を行って表決に入りました。反

対としては、本条例改正は公務労働に、いわゆる成果主義・成績主義を持ち込むことに

なる、またラスパイレス指数が８０％台の本市職員の給与がさらに低くなること等によ

り、反対というものでございました。賛成としては、地方公務員の給与が民間企業従事

員と比較して高い水準にある結果であり、やむを得ないとのことでありました。ただ特
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に本市において、合併時に職員給与の格差が生じ是正が完全に行われていない、すなわ

ち５万円から６万円の給与格差が生じたため、１万円の範囲の是正にとどまっていると

のことであり、給与に対する課題を残していることが判明し、このことの解決が先決で

あるとの意見があったことを申し上げておきたいと存じます。表決の結果は、賛成多数

で可決すべきものと決しました。 

  議案第２２７号から議案第２３２号まで、及び議案第２４０号から議案第２４２号ま

での９議案につきましては、全員賛成で可決すべきものと決しました。 

  議案第２３６号、工事請負契約の変更については、発注者側の判断に甘さがあって、

体育館工事に取り入れ一体的に施工すべきものが欠落していたもので、注意を喚起し、

手戻りになることを防止するため、全員賛成で可決すべきものと決しました。 

  以上が、条例関係の関係議案であります。 

  次に、予算補正につきまして報告いたします。 

  議案第２４３号、平成１８年度南丹市一般会計補正予算（第４号）のうち、総務常任

委員会に付託された予算について、審議過程の中で明確になった点について述べておき

たいと思います。 

一つ、地域情報基盤整備事業については、落札率が５０％近いもので、入札差金が生

じましたが、これを次年度に前倒しで実施することは補助金制度上できないことで、や

むなく減額することとなったこと。２、ＪＲ山陰線複線電化整備事業の減額については、

亀岡市内で予定通り進捗が図れないため、後年度の負担となったものであること。３、

本庁の立体駐車場計画は、議会の意向を踏まえ検討の結果、白紙撤回することに決定さ

れました。これに伴い減額の補正措置が取れられたこと。ただし、１０款教育費、６項

保健体育費において、ＢＧプールを解体撤去し、更地の状態で駐車場として利用できる

ようするために委託料と工事費を今回計上したこと。４、スプリングスひよし管理運営

基金は、議会の議論を踏まえ、基金戻しの措置が取られたこと。その他質疑がございま

したが、全員賛成で可決すべきものと決しました。 

議案第２４７号及び議案第２５０号の２特別会計補正予算につきましては、全員賛成

で可決すべきものと決しました。 

その結果を議長に報告いたしました。その報告書は、お手元に配布しております委員

会審査報告書のとおりであります。 

  以上をもちまして、総務常任委員会付託議案の委員長報告といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 続いて、中川産業建設常任委員長。 

○○○○産業建設常任委員長産業建設常任委員長産業建設常任委員長産業建設常任委員長（（（（中川中川中川中川    幸朗幸朗幸朗幸朗君君君君）））） 皆さん、おはようございます。 

  ただいま議題となりました、産業建設常任委員会に付託をされました議案の審査結果

を報告いたします。本件につきましては、平成１８年１２月１８日及び１２月２１日に

委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。 

  議案第２３３号、南丹市道路（旧園部町道）路線の廃止について、議案第２３４号、
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南丹市道路（旧園部町道）路線の変更について、議案第２３５号、南丹市道路（旧園部

町道）路線の認定についての３件は、１２月１８日に現地調査を実施し、審査を行いま

した。いずれも異論なく表決の結果は、全員が賛成で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第２４３号、平成１８年度南丹市一般会計補正予算（第４号）、議案第２

４８号、平成１８年度南丹市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）、議案第２４９

号、平成１８年度南丹市下水道事業特別会計補正予算（第３号）、議案第２５１号、平

成１８年度南丹市上水道事業会計補正予算（第２号）の４件については、表決いたしま

したところ、すべての議案に全員が賛成で可決すべきものと決しました。 

  以上、誠に簡単ではございますが、産業建設常任委員会に付託をされました議案の審

査経過と結果の報告といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 続いて、松尾厚生常任委員長。 

○○○○厚生常任委員長厚生常任委員長厚生常任委員長厚生常任委員長（（（（松尾松尾松尾松尾    武治君武治君武治君武治君）））） おはようございます。 

        それでは厚生常任委員会に付託されました、議案第２３７号、議案第２３８号、議案

第２３９号、議案第２４３号、議案第２４４号、議案第２４５号、議案第２４６号につ

いて、去る１２月１５日に委員会を開催して審査いたしましたので、主な意見を加え、

審査結果の報告をいたします。 

  議案第２３７号、京都府後期高齢者医療広域連合の設立及び規約の制定についての主

な意見について説明いたします。保険料額は上がるが、具体的な数値があるのか。保険

料は年金からの天引きとなるが、払えない人に対する減免制度は。設立準備委員会のメ

ンバーと経過説明を求める問いに対しまして、１２月定例会で承認をいただいたら、知

事から設置許可を受け広域連合会長の選挙、議会議員選挙という流れになります。３月

議会で議員選出をお願いしていかなくてはならないのではないかと考える。保険料の見

込みについては、まだ算定されていない。徴収事務は市町村で行い、資格審査等は広域

連合で行うが、法に基づく対応になる。準備委員会は９月に市町村長が集まり結成され

た。１０月２日、１８日に正副会長会で検討し、１０月２４日に準備委員会に諮り、そ

こで了承された件を今回の提案とした。準備委員会の会長が四方綾部市長、副会長が久

村京田辺市長、汐見井出町長、上原京都市副市長となっている。 

議案第２３７号、京都府後期高齢者医療広域連合の設立及び規約の制定については、

原案のとおり可決されました。 

  議案第２３８号、国民健康保険南丹病院組合規約の一部変更について、これに対する

主な質問につきましては、自治法の改正により助役が副市長になるが、具体的に権限の

変更はあるのか。また副管理者の人数は変わるのかとの問いに対しまして、名称だけで

権限等は変わらないと聞いている。また規約の変更だけで人数の変更はない。関連した

質問の中で南丹病院で発生した集団胃腸炎の報告を求めました。これに対しまして、１

１月３日、南丹病院において集団胃腸炎が発生し、保健所には９日に通報があった。当

初、入院患者が４３名、職員が１５名という報告があった。最終的には１１月２０日に
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終息の報告があり、その時点で入院患者５７名、職員２３名の合計８０名の感染胃腸炎

であると報告があった。これに関連した説明の中で、南丹市全体のノロウィルスの発生

状況が説明されまして、高齢者福祉施設等６施設で発生、うち４施設については終息し

ている。患者数は京都府全域で２．７倍、南丹市内で通常の約３倍であるという報告で

ありました。これに対して市側としては、１１月発行のお知らせ版でノロウィルスの予

防についての啓発を行ったという報告がありました。 

議案第２３８号、国民健康保険南丹病院組合規約の一部変更については、原案どおり

可決されました。 

  次に、議案第２３９号、京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合規約の変更については、原

案のとおり可決されました。 

  次に議案第２４３号、平成１８年度南丹市一般会計補正予算（第４号）についての主

な質疑内容を報告いたします。 

公設民営化補助金（診療所地域医療活動助成金）２，０００万円の支出の内訳と、美

山診療所における医師不足と地域医療の考え方に対して質問がございました。２，００

０万円の補助金内容につきましては、美山診療所の補助金で上半期の運営状況としては

４月の診療報酬の大幅な引き下げ等により、医療収入が落ち込み前年同期２，５７６万

５，０００円が２，３０７万８，０００円と、２６８万７，０００円の落ち込みとなっ

ているような状況で、当初は５００万円の助成金を計上していたが、今後年間４，００

０万円を超える医療損失の予算執行となることが見込まれていることを受け、今回の補

正となったと説明がありました。 

次に、美山診療所の長期的な抜本的見直しを考えているのか。民営といえども補助金

を支出しているので、経営体制を考えなければならない。南丹市は南丹病院組合を作っ

ている。美山独自ではなく、広域的にいかに南丹市の負担を少なくして高度な医療を受

けられるか、議論が一番大事であると。美山町独自でやらなければならないということ

があるのか、と感じる。交通の便も良くなり考えていかなければならない問題であると

いう問いに対しまして、理事会でも今後のあり方、改善策等について議論をしている。

行政としても、どういう支援が今後できるのか検討を重ねている。京都府の地域医療対

策、または医師バンク等の支援をいただくなかで取り組みを進めていきたい。今後のあ

り方としては、医療・介護・福祉の連携の中で先進的にされている事例等を十分検討し、

より良い地域医療のあり方を考えていきたいという答弁がございました。 

次に、生活保護費支給事業について、現在の生活保護世帯の数は、の問いに対しまし

て、生活保護世帯につきましては、１８年１月の引継ぎ段階で１９０世帯、１０月末現

在では１９９世帯、トータル的に９世帯の増となっておる。内訳は新たに３１世帯増え

ている。その差が減った数になるが、減ったのは仕事が決まり、保護世帯から外れたと

いうよりも、死亡により外れたものの方が多い。１１月末現在では新規として４０世帯
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ぐらいになっている。調査中のものも数件あり、まだまだ増加傾向にある。南丹市の保

護率は１月の段階で７．９８％、１０月末では８．９４％に増加している。全国的平均

でいくと低い方である。 

次に、新規事業としてあげられておりますものにつきまして、高齢者虐待防止事業、

要保護児童対策事業の内容の説明が求められました。高齢者虐待防止事業につきまして

は、１８年度から地域包括支援センターを立ち上げ、高齢者に対する支援をしているが、

センターを中心にしたネットワークを構築することで虐待防止をすることとしておる。

その費用的なものが今回の予算計上となっている、という説明でございました。 

議案第２４３号、平成１８年度南丹市一般会計補正予算（第４号）につきましては、

原案どおり可決されました。 

  次に、議案第２４４号、平成１８年度南丹市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）につきましては、原案どおり可決しました。 

  次に、議案第２４５号、平成１８年度南丹市老人保健事業特別会計補正予算（第２

号）につきましても、原案どおり可決しました。 

  議案第２４６号、平成１８年度南丹市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

きましては、原案どおり可決しました。 

  以上で、厚生常任委員会に付託されました議案審議の報告といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 以上で、各常任委員長の報告は終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告はありません。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  通告に基づき、発言を許します。 

  ３番、高野美好議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（３３３３番番番番    高野高野高野高野    美好美好美好美好君君君君）））） 日本共産党・住民協働市会議員団を代表いたしまして、

議案第２２６号、南丹市職員の給与に関する条例の一部改正について、反対討論をいた

します。 

        自治体の職員給与は、人事院勧告に準拠して、それぞれの自治体の条例で定められて

まいりました。人事院勧告制度は、もともと憲法違反の制度ですが、官民比較を行うな

ど、それなりの役割を果たしてまいりました。ところが人事院は、政府の強い意向を受

けてストライキ権などの労働基本権剥奪の代償機関の役割をなげうって、国の財政危機

の付けを職員に押し付ける、総人件費抑制に乗り出してまいりました。平成１７年度人

事院は、５０年ぶりともいわれる給与構造改革を勧告し、公務員の賃金制度を根本から

改悪し、成績主義・査定賃金制度を公務労働に持ち込み、物言わぬ公務員づくりを進め
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る内容となっております。 

その問題点の第一は、昇給カーブのフラット化、いわゆる平準化でございます。平均

４．８％、最大で７％の賃下げとなります。生涯賃金を計算をいたしますと、５０歳の

職員で２８０万円、３５歳の職員で３，３００万円、高卒の新採職員で３，５００万円

にも上る削減との試算が出されております。若ければ若いほど、生涯賃金が下がること

になっております。 

第２点目は、現給保障という幻想であります。５年間は今の給料を保障しようという

制度ですが、現在の給料が構造改革後、すなわち本条例の制定後、退職時の水準以上で

あれば、一生現行水準を上回ることはありませんし、それ以外の職員は５年目以降は低

い水準に引き下げられることとなります。 

第３点目の問題点は、現在の給料表の１号級を４分割することであります。職員をＡ

からＥの５段階に評価をし、Ａは極めて良好として８号級昇給、Ｂは特に良好として６

号級昇給、Ｃは標準、Ｄはやや良好でない、Ｅは良好でないと評価し、昇給に差別を持

ち込もうとすることであります。職員２０人に１人だけＡと評価され、今までの２倍昇

給する。Ｅと評価されますと１円も昇給しないことになります。しかもその評価は上司

が決めるということになっております。その評価もＡは全体の５％、Ｂは１５％、その

ほかの評価は人員分布率は定めないとされておりまして、いわゆるタコの足の食い合い

で、総人件費を引き下げることを狙ったものであります。すなわち職員を勝ち組と負け

組に選別することとなるわけであります。この成果主義賃金の導入は、民間でも破綻を

しており、人事院も評価制度は成果が数字に表れにくいという公務労働の特性や、チー

ムワークが重視される職場風土の元で、職員を評価するシステムや技法が十分に定着し

てないとしておりますし、京都府の石野地方課長もこの制度導入については、市町村は

十分研究してやることが必要だと述べております。当議会の総務委員会で事務当局は、

評価制度は当分一般職には適用しないと答弁をされておりますが、給料表の４分割は評

価の導入を前提としているものであり、いずれは住民より上司に顔を向けて仕事をする

ことになり、住民サービスの低下や同僚同士のいがみ合いにつながることになります。 

第４点目の問題点は、合併時の給料決定に問題があるということであります。その証

拠に、職員組合から合併時の給料決定について疑問や不満を持っている職員がおり、そ

の決定についての納得のいく説明を求める申し入れ書も当局に提出されると聞いており

ます。現状のままでの条例改正は、職場にさらなる混乱と不団結を起こすこととなりま

す。 

第５点目の問題点は、国家公務員との給与水準を比較するラスパイレス指数は、当南

丹市の職員は８６となっておりますが、本条例案はさらに給与水準を引き下げることに

なります。いたずらに人事院勧告どおりの平均４％削減の表に書き換える必要性はまっ

たくなく、府内の市町村との比較においてもせめてラスパイレス指数９０台の水準に改

善すべきだと考えます。 
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以上、５点にわたって本条例改正案の問題点を指摘いたしましたが、何よりも大切に

しなければならないのが労使合意のもとに進められる課題であるということであります。

市長と職員が常に良好な関係を保ってこそ、市民の立場に立った市民本位の行政が推進

できると考えます。職員組合との合意抜きに提案されている本議案に、到底賛成するこ

とはできません。 

  議員諸侯の賢明なるご判断をお願いをして、反対討論といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 続いて５番、川勝眞一議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（５５５５番番番番    川勝川勝川勝川勝    眞一眞一眞一眞一君君君君）））） 議席番号５番、川勝眞一です。 

        議案第２４３号、平成１８年度南丹市一般会計補正予算（第４号）について、丹政ク

ラブを代表いたしまして、賛成の立場で討論を行います。 

  通告にしたがいまして討論いたします。 

平成１８年１月１日に園部・八木・日吉・美山の４町が対等合併し、ふるさとに誇り

と希望をもち、安心して暮らせるぬくもりのあるまちをのスローガンに、佐々木市政が

若者が安住するためのまちづくりを主要プロジェクトに位置づけ、生活・交通基盤など

の整備とともに、子育て支援策を全市に拡大を行い、市民サービスの充実を目指し、今

回の補正予算で理事者並びに担当職員の知恵と工夫が認められるところであります。そ

の結果、施策の見直しと取り組みの中、歳入歳出総額を３億５，２５６万５，０００円

減額し、補助金の削減、市単独施策の削減など、合わせて歳入歳出予算総額を２５０億

２，６８８万２，０００円に補正するものであります。 

総務・厚生・産業建設各委員会に付託された一般会計補正予算の詳細については、去

る１２月１４日より１８日まで各担当者の出席を求め、慎重に審議されました。 

内容は総務費で、財産管理費、庁舎等施設整備事業１億５，３８５万の減額で、ＢＧ

プールなどの土地建物の有効利用や情報化推進費、地域情報基盤整備事業の日吉・美山

町での入札で落札率５０％台と、平成１９年へ繰り越しで４億３，３２８万８，０００

円の減額などで５億７，１１３万円の減額計上で大きな成果を上げています。 

民生費では、社会福祉総務費、福祉医療費支給事業で障害者自立支援法の地域生活支

援事業などで１割の自己負担導入無しや、高齢者福祉費、老人医療費支給事業などで８，

５２２万３，０００円の追加はありますが、衛生費・土木費・教育費など、どの費用に

対しても必要な部分には出し、検討を必要とする部分には見直しを行う姿勢を評価しま

す。 

市債、借金においては、合併と特例債の減額等で５億６０万円の減額補正で、今後一

層の推進をお願いいたします。 

一つ市長に期待することは、財政の厳しいなか、入札制度改革に取り組んでいただき

たいのと指定管理者制度でコスト削減を実現していただきたい。その他、南丹市安全で

安心なまちづくり条例案など、計３２件の提案を推進するとともに、市民サービスを低

下させることなく、一層の市政の発展と市民福祉の向上が図られることを期待いたしま
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して、私の平成１８年度南丹市一般会計補正予算（第４号）の賛成討論といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 続いて１番、仲絹枝議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１１１１番番番番    仲仲仲仲    絹枝絹枝絹枝絹枝君君君君）））） 皆さん、おはようございます。 

        議席番号１番、仲絹枝でございます。 

  日本共産党・住民協働市会議員団を代表いたしまして、議案第２３７号、京都府後期

高齢者医療広域連合の設立及び規約の制定について、反対討論をいたします。 

２００８年、平成２０年４月から施行される予定となっております、後期高齢者医療

制度は、７５歳以上の高齢者を現在加入している国民健康保険や組合健保などから切り

離し、後期高齢者、７５歳以上の高齢者だけを被保険者とする独立した医療保険制度で

ございます。これは今年６月の第１６４回通常国会で成立した医療制度の改悪法の一つ

でございます。この制度の最大の問題は、後期高齢者の医療給付費が増えると、後期高

齢者の保険料の値上げにつながっていくということでございます。また、窓口一部負担

も原則１割、一定所得以上は３割とされ、このことは受診抑制につながり、お金のある

高齢者だけが受診でき、お金のない者は医者にもかかれないというような差別医療の危

険性も伴っております。高齢者の命と健康に重大な影響をもたらすことになりかねませ

ん。後期高齢者の医療費が増えることは、半ば当然のことで、だからこそ全体で支える

仕組みが必要だと考えます。この規約が議決されれば、３月議会で広域連合議会の議員

が選出され、保険料や保険料の減免の有無、財政方針、給付計画など、高齢者の生活に

かかわる重大問題を決定されることになります。保険料については、連合内は均一保険

料となり、国保の算定方法が参考にされ、頭割りとしての応益割、所得に応じた応能割

が５対５で設定され、応益割の全国平均が約３，１００円、応能割が最高３，１００円

ともいわれております。厚生労働省の試算では、２００８年度の一人当たり保険料は年

額６万１，０００円となっており、というような報告もあります。徴収については、介

護保険料と同様の特別徴収という年金からの天引き方式となり、年金額の低い高齢者に

とっては負担が重くのしかかっていきます。保険料を滞納した場合には、国保同様に有

効期限が３ヶ月から６ヶ月の短い短期被保険者証が発行されるようです。また滞納発生

後１年を経過した滞納者に対しては、特別の事情がない限り資格証明書の発行も義務付

けられています。全国的には国民健康保険において資格証明書が発行されて、受診を控

えたり、治療を中断して死亡するケースもあるのが現状でございます。今のところこの

南丹市では、資格証明書の発行はなく、短期被保険者証で対応されているということで

すが、今後この制度が導入されれば、これまで市町村窓口で行ってきた事務が広域連合

で処理されることになり、住民の顔が見えないなかで、資格証明書の発行が事務的に行

われるのではないかと大変危惧しております。こういった問題がある制度の下での京都

府後期高齢者医療広域連合の設立、規約の制定には、反対の立場を表明いたします。 

  議員の皆さまの賢明なるご判断をお願いいたしまして、反対討論といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 続いて、２番、大一三議員。 
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○○○○議員議員議員議員（（（（２２２２番番番番    大大大大    一三一三一三一三君君君君）））） 議席番号２番の大でございます。 

  日本共産党・住民協働市会議員団を代表いたしまして、議案第２４３号、南丹市一般

会計補正予算（第４号）につきまして、賛成討論を行ってまいります。 

今年３月議会におきまして、本庁舎入口に鉄筋二階建ての駐車場建設が合併特例債を

充てて当初予算に計上されました。私ども日本共産党・住民協働市会議員団は、不要不

急の箱物建設事業であると指摘をし、また景観上も問題があるとし、投資対効果から見

れば、極めて無駄な事業であるなどと指摘をし、削除を求めて当初予算に反対をしてき

たところでございます。その後、全会一致で付帯決議も行われてきました。今回の補正

におきまして、この駐車場建設が白紙撤回をされております。予算を削除され、対応さ

れていることを高く評価するものでございます。 

  また、今、補正予算案におきまして、職員の給与改定に伴います人件費にかかわる補

正が行われております。先ほどの給与条例の一部改正案の討論におきましても指摘がさ

れてきましたように、今回の給与構造のこの改定は生涯賃金の大幅な引き下げにつなが

る重大な労働条件の変更であります。今補正予算で、一般会計が支弁する人件費補正は、

給料におきましては３５７万円の増と、職員手当では６４２万円の減額、共済費につき

ましては４１２万円の増で、差引１２７万円の増額補正となっております。金額的には

多額の補正とはなってはおりませんけれども、労働条件の変更は労使合意が基本という

ルールを踏まえた、その結果の予算計上であるかといえば、大きな問題であると、まず

指摘しておきたいと思います。また４町合併に伴います各町職員の給与決定につきまし

ても、不平が生じているとの、職員の不公平が生じているとの職員の疑問や不満が鬱積

し、噴出をしております。職務の遂行や勤労意欲にも支障をきたしかねない現状だと聞

いております。南丹市職員の給与水準は、ラスパイレス指数におきましても８６と低い

ものでございます。職員間の格差を残し、不公平感を残したままのこの今の状況では、

市民のサービスの低下をきたし、南丹市の活性化を阻害していくことにつながってまい

ります。合併時に適正な職員の労働条件の一体化への改善を求め、私ども質してきたと

ころでございますが、十分な対応がこの間されてこなかったということではないかと思

うわけであります。このこうした現状で進むとしますと、内部に大きな課題を抱えたま

まで南丹市は船出をしたということになります。特に合併で異なります給与水準の４町

の職員を一つの南丹市職員給与体系に不公平感なく一体化していくためには、職員組合

との協議合意を前提にして、合併直後のこの時期最大限、力を集中して、職員が納得で

きる一体化に向けての対応が必要だと考えるものであります。 

  特にこの点を除けば、予算全体を見渡し、妥当な予算と判断をし、賛成討論といたし

ます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ほかに討論ございませんか。 

        ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより順次採決いたします。 
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  まず、議案第２２４号から議案第２４２号までのうち、議案第２２６号及び議案第２

３７号を除く、条例の改正等１７件を一括して起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案委員長報告のとおり、決することに賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 起立全員であります。 

  よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第２２６号及び議案第２３７号の条例の制定等２件を一括して起立により

採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案委員長報告のとおり、決することに賛成者の起立を求めます。 

（起立多数） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 起立多数であります。 

  よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

  次に、議案第２４３号から議案第２５１号までの補正予算９件を一括して、起立によ

り採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案委員長報告のとおり、決することに賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 起立全員であります。 

  よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第日程第日程第日程第３３３３    議案第議案第議案第議案第２５３２５３２５３２５３号号号号    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 次に、日程第３、議案第２５３号を議題といたします。 

        提案者から提案理由の説明を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納稔納稔納稔納君君君君）））） ただいま上程いただきました議案第２５３号の議決を求める

件について、ご説明を申し上げます。 

        まず、議案第２５３号、南丹市自治功労者の表彰につきましては、先に議案第２２３

号でご同意いただきました南丹市自治功労者の表彰につきまして、１名の追加を行うも

のであります。 

箱田博治氏は、旧美山町収入役を６年６ヶ月、助役兼収入役を２年３ヶ月、通算して

８年９ヶ月在職され、合併により失職されました。旧美山町表彰規定第３条第１項第２

号において、８年以上助役または収入役の職にあった者は自治功労者の資格を得ること

となっており、南丹市表彰条例附則第３項に該当し、合併前の規則等の規定により、表

彰の資格を有することとなるものであります。 
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そのご労苦に報いたいと存じますので、何とぞご同意を賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 提案理由の説明が終わりました。 

     お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第２５３号については、会議規則第３７条第２項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第２５３号については、委員会付託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告はありません。 

  特に、ご質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論の通告はありません。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 討論なしと認めます。 

        これをもちまして、討論を終結いたします。 

  それでは、議案第２５３号について採決いたします。 

  本案は原案のとおり、同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 起立全員であります。 

  よって、議案第２５３号については原案のとおり、同意することに決しました。 

 

日程第日程第日程第日程第４４４４    議案第議案第議案第議案第２５４２５４２５４２５４号号号号    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 次に、日程第４、議案第２５４号を議題といたします。 

        提案者から提案理由の説明を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納稔納稔納稔納君君君君）））） ただいま上程いただきました議案第２５４号、南丹市特別職

員及び教育長の給与の額の特例に関する条例の制定につきまして、ご説明を申し上げま

す。 

  南丹市の合併協議において、現行の給料において決定をされたところでありますが、

合併調整結果により新市において特別職報酬等審議会を設置し、速やかにその適正化に

勤めることとされておりましたので、本年８月８日に特別職報酬等審議会を設置し、特
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別職の報酬及び給料について諮問を行い、１０月３０日に給料額等の答申を受けたとこ

ろであります。このたび本市の厳しい財政事情等を勘案し、自主的に私並びに助役、参

与及び教育長の給料額を、平成１９年１月１日から当分の間１００分の１０の減額を行

いたいと考え、本条例を制定しようとするものであります。なお、ご答申をいただきま

した内容につきましては、今なお検討を行いたいと考えております。 

  何とぞ、ご審議を賜り、議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 提案理由の説明が終わりました。 

     お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第２５４号については、会議規則第３７条第２項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第２５４号については、委員会付託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告はありません。 

  特に、ご質疑ございませんか。 

  八木眞議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２２２２２２２２番番番番    八木八木八木八木    眞眞眞眞君君君君）））） ただいまの市長俸給の引き下げについて、お尋ねをいた

します。 

合併協で問われたこととはいえ、本来個人の俸給の減額は何らかの失政による財政事

情の責任を持って行うというのが本当の姿ではなかろうか。特に公務員であられる市長

におかれましても同じであり、軽々しくやるものではない。特に審議会において大きな

理由もなく、今回のことが行われたことに非常に違和感を持つ。また財政事情の理由を

もってなされるというのならば、給与を半分に下げてでもやらねばならないのが本来で

あり、ただいまの１０％で議員を除く特別職でわずか月３３万円である。南丹市の基本

的な財政需要額は１１０億、歳入は３８億、こういった状況の中で、いかにパフォーマ

ンス的であるかということが分かる。しかもこのことにより、議員にも下げざるを得な

いような状況を作り出す。議員にとっては大変厳しい状況におかれるものである。申す

までもなく、この経済社会本流の中において、唯一的な民主主義の代名詞といわれる選

挙でもって選ばれる議員の公給も下げざるを得ない状況、このことは多くの市民住民の

皆様の代弁者として、個人的に多額の経費を余儀なくされ頑張っている議員をも下げざ

るを得ない状況となったことに、このことをいかがお考えかと尋ねる。 

また、このことは職員の皆さま方の給与の引き下げにもつながるものと考えるもので

あります。いかがお考えか、お聞かせ願いたい。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 答弁を求めます。 

     佐々木市長。 
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○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納稔納稔納稔納君君君君）））） ただいまの八木議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

        このたびの条例制定につきましての趣旨につきましては、先ほど提案理由の説明で申

し上げましたとおり、本市の厳しい財政事情等に勘案しということで提出させていただ

いたものでございます。私自身、就任以来大変厳しい財政状況につきましては、本議会

におきましてもそれぞれの議員の皆さま方からご提議を賜っており、また私自身も日頃

の市政遂行上、大変厳しい状況である、こういったことを十分考えながら今回の条例改

正について提出させていただいた次第でございます。なお職員の影響につきましては、

これは職員給与というのは別途、今回の条例でも、条例案として提出し、先ほどご承認

を賜ったところでございますが、これは公的な形で議案の審議を得て行うものでござい

まして、これとかかわり合うものはないというふうに考えております。 

また、議員の皆さま方の件につきましては、ご承知のとおり報酬審議会において、私

どもと同様に諮問があったところでございますけれども、議会と、また行政というこの

立場を十分踏まえて、私は対応したいという思いの中でおりますので、申し上げる次第

でございます。 

  以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ほかに質疑はございませんか。 

     ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  通告に基づき発言を許します。 

  ２１番、松尾武治議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２１２１２１２１番番番番    松尾松尾松尾松尾    武武武武治君治君治君治君）））） それでは、南丹市特別職員及び教育長の給与の額の特

例に関する条例の制定について、賛成の立場で討論をいたします。 

  市長、助役、参与及び教育長の給与減額には、一定の根拠があると考えるが、主旨説

明では明確な理由が述べられておりません。佐々木市長は市政運営において、どのよう

な責任を感じて減額されるのでしょうか。南丹市の財政が厳しいのは市長の就任時から

変わらない事実であり、今回の減額は４人で月額３２万９，０００円となるが、減額以

上の財源獲保等で市民にその姿勢を示すのが第一義と考えております。今回の議案が、

財政難に取り組む市長はじめ、理事者の市民向けのパフォーマンスに終わることなく、

南丹市市民の暮らしを守る施策の遂行に、手段を選ばない努力を望みますとともに、市

民の暮らしを守り、南丹市の限りない発展のためにも、あるゆるしがらみを捨てて、市

長自らが財源の獲得に奔走していただきたいことと考えております。 

  以上の願いを込めまして、賛成の討論といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 討論なしと認めます。 

        これをもちまして、討論を終結いたします。 
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  それでは議案第２５４号について、採決いたします。 

  本案は原案のとおり、決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 起立全員であります。 

  よって、議案第２５４号については原案のとおり可決されました。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ここで暫時休憩とします。 

  １１時２０分から再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時０８０８０８０８分休憩分休憩分休憩分休憩    

…………………………………………………………………………… 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時２１２１２１２１分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） それでは休憩をとき、休憩前に引き続き会議を続行します。 

 

日程第日程第日程第日程第５５５５    議議議議第第第第６６６６号号号号    南丹市議会南丹市議会南丹市議会南丹市議会のののの議員議員議員議員のののの報酬報酬報酬報酬のののの特例特例特例特例にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 次に日程第５、議第６号「南丹市議会の議員の報酬の特例に関

する条例の制定について」を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  谷議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２３２３２３２３番番番番    谷谷谷谷    義治義治義治義治君君君君）））） 議席番号２３番の谷義治でございます。 

  ただいま議題となりました議員提出議案、議第６号、南丹市議会の議員の報酬の特例

に関する条例の制定について、提案理由の説明を行います。 

  我々議員は、本年２月、市民の皆さまの大きな期待を受け、最初の市会議員として今

日まで各種の活動を行ってまいりました。とりわけ新生南丹市政を取り巻く状況は、誠

に厳しいものがあり、この打開に向けた行財政改革は喫緊の課題と認識するところであ

ります。また差し迫った来年度予算をどう編成されるのか、市長も大変頭の痛いところ

と推察いたします。一方、来年度は所得税の定率減税が廃止され、住民負担の増加は確

実であります。また、格差社会が進行するなか、地方の住民にとってはそのしわ寄せが

顕著かするのではないかと危惧するところであります。そこで社会経済情勢や自治体の

財政を巡る実情を直視し、この厳しい時代を乗り越えるため、まず隗よりはじめよで

我々議員が行動を起こすことが今、必要ではないかと考え、後ほど他の議員からの提案

が予定されております議会活性化対策特別委員会の設置とも併せまして、ここに議員報

酬の減額を実施いたしたく、提案するものであります。そして、市民の皆さまとの信頼

の絆をより強め、南丹市政の発展に努力することを申し述べ、提案説明といたします。 

  何とぞご賛同賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    提出者の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。 
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  ただ今、議題となっております議第６号については、会議規則第３７条第２項の規定

により、委員会付託を省略をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    ご異議なしと認めます。 

  よって、議第６号については、委員会付託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

  議員ご苦労さまでした。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  それでは、議第６号については採決いたします。 

  議第６号「南丹市議会の議員の報酬の特例に関する条例の制定について」は、原案の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    起立全員であります。 

  よって、議第６号「南丹市議会の議員の報酬の特例に関する条例の制定について」は、

原案のとおり可決されました。 

 

日程第日程第日程第日程第６６６６    議議議議第第第第７７７７号号号号    特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会のののの設置設置設置設置についてについてについてについて    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 次に、日程第６、議第７号「特別委員会の設置について」を議

題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  ２２番、八木眞議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２２２２２２２２番番番番    八木八木八木八木    眞眞眞眞君君君君）））） 今春、市民の皆さまから付託を受け、南丹市最初の議会

議員として議会活動を行ってまいりました。南丹市の財政は予想以上に厳しい状況とな

っており、喫緊の課題として行財政改革を進めねばならないと考えております。また議

会においても地方分権に対応した新しい地方議会のあり方や、より一層市民の付託に応

える議会となるべく、議会及び議員の活性化を図ることが求められており、地方自治法

１１０条及び南丹市議会会議規則第１４条の規定に基づき、９名からなる議会活性化対

策特別委員会の設置を提案するものであります。 

まず１、理由として議会のあり方。２、議員俸給の適正基準の検討。３、政務調査費

の創設。４、議員定数問題。５、議会事務局の充実。６、議会による行財政対策の進め
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方。ほか議運、幹事会等でなかなか相談できにくい会派を越えた研究、検討を行う会と

いたしたい、このように思いまして提案をさせていただきました。 

  どうかよろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    提出者の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

  議員ご苦労さまでした。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終結します。 

  それでは、議第７号について採決いたします。 

  議第７号「特別委員会の設置について」は、原案のとおり決することに賛成の議員の

起立を求めます。 

（起立全員） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    起立全員であります。 

  よって、議第７号「特別委員会の設置について」は、原案のとおり可決されました。 

  この場で暫時休憩とします。 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時２９２９２９２９分休憩分休憩分休憩分休憩    

…………………………………………………………………………… 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時３３３３３３３３分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    この場の暫時休憩をときます。 

  改めて、暫時休憩といたします。 

２名の方から幹事会を開催してほしいという申し入れがありましたので、幹事会を開

催させていただきます。休憩中に。 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時３３３３３３３３分休憩分休憩分休憩分休憩    

…………………………………………………………………………… 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時５３５３５３５３分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    休憩をとき、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただ今、設置されました特別委員会の委員の選任については、南丹市議会委員会条例

第８条第１項の規定により、議長が議会に諮って指名することとなっております。 

  お手元に配布した名簿のとおり指名したいと思いますが、これにご異議ございません

か。 



 - 21 -

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    ご異議なしと認めます。 

  よって、特別委員会委員はお手元に配布した名簿のとおり、選任することに決しまし

た。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  １時から再開したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時５３５３５３５３分休憩分休憩分休憩分休憩    

…………………………………………………………………………… 

午後午後午後午後１１１１時時時時００００００００分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    休憩前に引き続き、会議を続行します。 

  先ほどの特別委員会で互選いただきました委員長、副委員長を局長から報告させます。 

○○○○事務局長事務局長事務局長事務局長（（（（勝山勝山勝山勝山    秀良君秀良君秀良君秀良君）））） それでは報告させていただきます。 

  委員長村則夫議員、副委員長中井榮樹議員。 

  以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    ご苦労ですが、よろしくお願いいたします。 

 

日程第日程第日程第日程第７７７７    閉会中閉会中閉会中閉会中のののの継続審査並継続審査並継続審査並継続審査並びにびにびにびに調査申調査申調査申調査申しししし出出出出についてについてについてについて    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    次に日程第７「閉会中の継続審査並びに調査申し出について」

を議題といたします。 

  会議規則第１０４条の規定により、お手元配布の文書のとおり、閉会中の継続審査並

びに調査の申し出があります。各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、

取り計らうことにいたして、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    ご異議なしと認め、さよう決します。 

 

日程第日程第日程第日程第８８８８    京都中部広域消防組合議会議員京都中部広域消防組合議会議員京都中部広域消防組合議会議員京都中部広域消防組合議会議員のののの辞職辞職辞職辞職についてについてについてについて 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    次に、日程第８「京都中部広域消防組合議会議員の辞職につい

て」を議題といたします。 

  本日付けをもって、京都中部広域消防組合議会議員の森次議員より辞職願が提出さ

れました。 

森次議員の辞職願を事務局長に朗読させます。 

○○○○事務局長事務局長事務局長事務局長（（（（勝山勝山勝山勝山    秀良君秀良君秀良君秀良君）））） 朗読いたします。 

辞職願、今般、都合により、平成１８年１２月３１日付けをもって、京都中部広域消

防組合議会議員を辞職いたしたく、許可されるよう願い出ます。南丹市議会議長、高橋

芳治様、平成１８年１２月２１日、南丹市議会議員、森次。 
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  以上であります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    お諮りいたします。 

  森次議員の京都中部広域消防組合議会議員の辞職を許可することに、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    ご異議なしと認めて、許可することに決します。 

  続いて、同じく本日付け京都中部広域消防組合議会議員の仲村学議員より辞職願が提

出されました。 

  仲村学議員の辞職願を事務局長に朗読させます。 

○○○○事務局長事務局長事務局長事務局長（（（（勝山勝山勝山勝山    秀良君秀良君秀良君秀良君）））） 朗読いたします。 

辞職願、今般、都合により、平成１８年１２月３１日付けをもって、京都中部広域消

防組合議会議員を辞職いたしたく、許可されるよう願い出ます。南丹市議会議長、高橋

芳治様、平成１８年１２月２１日、南丹市議会議員、仲村学。 

  以上であります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    お諮りいたします。 

  仲村学議員の京都中部広域消防組合議会議員の辞職を許可することに、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    ご異議なしと認めて、許可することに決します。 

  次に人権擁護委員候補者の推薦について、市長より人権擁護委員法第６条第３項の規

定により、お手元に配布のとおり、同委員候補者の推薦にあたり議会の意見を求められ

ています。 

  本件につきましては、異議がないとの意見を述べることにしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    異議がないようでございますので、さよう取り計らいます。 

 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳芳芳芳治君治君治君治君））））     以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

  今期定例会に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 

  これにて本日の会議を閉じ、平成１８年第４回南丹市議会１２月定例会を閉会いたし

ます。 

  ご苦労さまでした。 

 

午午午午後後後後１１１１時時時時０６０６０６０６分分分分閉会閉会閉会閉会    
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